平成２７年度神奈川県相談支援従事者初任者研修申込要領（相模原市）

1． 申込書類

1 受講申込書（必須）

2 平成２７年度初任者研修受講申込一覧（必須）

3 平成２６年度初任者研修修了者　相談支援専門員従事状況調査（平成２６年度初任者研修修了者がいる法人のみ）

2． 申込書等記載要領
1 受講申込書

神奈川県が配布している受講申込書の記載例を参考に記入してください。

2 平成２７年度初任者研修受講申込一覧

· 法人内１名の推薦であっても必ず提出してください。

· 法人名、法人内での受講取りまとめ担当者、連絡先を記入して下さい。

· 法人内での優先順位の順に申込者氏名、所属事業所名、所属事業所種類、従事予定年月、従事予定事業所名を記入して下さい。

· 相談支援専門員従事予定欄は、①受講終了後従事予定（従事予定年月も記入して下さい）、②従事予定だが予定年月は未定、③従事予定は無い　のいずれかを記入してください。
· 従事予定としている場合は、従事予定事業所名を記入して下さい。（複数可）
3 平成２６年度初任者研修修了者　相談支援専門員従事状況調査

· 法人内に平成２６年度初任者研修修了者がいる場合には、平成２７年５月１日現在の相談支援専門員の従事状況について必ず回答してください。回答が無い場合には、後日問合せをさせていただく場合があります。

· 修了者氏名、所属事業所名、相談支援専門員としての従事状況を記入して下さい。

· 相談支援専門員として従事している場合には、従事開始年月を必ず記入して下さい。

· 従事していない場合には、相談支援専門員として従事させることができなかった理由を記入してください。

· 相談支援事業所を開所予定として申し込み、開所出来なかった場合には、その理由を「相談支援業務従事させることができなかった理由」欄に記入して下さい。
3． 市への提出方法及び提出期限
各法人で受講申込書を取りまとめの上、優先順位をつけて、「平成２７年度初任者研修受講申込一覧」及び「平成２６年度初任者研修修了書　相談支援専門員従事状況調査」も一緒に添付して相模原市障害政策課に提出してください。

提出期限：平成２７年５月２５日（月）【必着】
　　　提出方法：郵送又は電子メール
　　　提出先　：〒252-5277　相模原市中央区中央２丁目１１番１５号
　　　　　　　　相模原市健康福祉局福祉部障害政策課
　　　アドレス：shougai-seisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp
